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このTax Alertは、物品サービス税（GST）に基づくEインボイスに関して、間接税関税局（CBIC）によって公表された

最近の通知の内容です。

2019年6月21日に開催された第35回GST評議会のミーティングで、B2B取引に電子請求システムを段階的に導

入することが決定されました。当該システムは、2020年1月1日から試験的に開始される予定でした。

CBICの通知によれば、会計年度の総売上高が10億ルピーを超える事業者は、2020年4月1日からGST登録を行

う顧客へのサプライ（B2B取引）についてEインボイスを作成することが必要になります。Eインボイス導入時には、

現行のインボイスを3回（物品の場合）または2回（サービスの場合）作成する要件は廃止されます。

また総売上高が50億ルピーを超える事業者の場合、2020年4月1日以降に未登録者（B2C取引）に発行されるイ

ンボイスには、QRコードを付けることが必要とされます。

Eインボイス規定は、2019年9月20日に開催された第37回会議でGST評議会によって承認され、GSTポータルで

利用可能です。

現在、QRコードの要件は、Tax Invoiceに対してのみ規定されており、請求書（Bill of Supply）に対する規定でない

ことに注意が必要です。

尚、詳細については添付のスライド「GSTコンプライアンス-Eインボイスと新申告制度-」を合わせてご高覧頂き、ミー

ティングのご希望があればEYインドJBSスタッフまで気軽にお問合せください。

CBICは、売上高が10億ルピーを超える企業に対してEインボイスを義務化することを発表
17 December 2019



このタックスアラートは、2019年11月1日から施行された所得税法（ITA）の新たなセクション（S.）269SUの下での電子モード

による支払の規定に関して、 直接税中央委員会（CBDT）を通じて政府が発行した2019年12月30日付けのNo. 105/2019
（通知）およびNo. 32/2019（通達）について説明しています。

通知は、（i）RuPay を搭載したデビットカード（ii）統一支払インターフェース（UPI）（BHIM -UPI）および（iii）統一支払インター

フェースクイックレスポンスコード（UPI QRコード）（BHIM-UPI QR Code）の3つの必須の電子モードによる支払方法を指定して

おり、直前の課税年度中における総売上高が5億インドルピーを超えた特定の者（specified person）に2020年1月1日から適

用されます。これらのモードは、そのような者によって既に提供されている他の電子モードに追加されることになります。

また通達は、2020年1月1日より、特定の者が上記の規定の電子モードを介して支払いを受け入れるためのファシリティを提供

しなければならないことを明確にしています。更に、2007年決済システム法（PSSA）の新しい規定を考慮して、2020年1月1日
以降、販売業者割引率（Merchant Discount Rate、MDR）を含む手数料は、上記の所定の電子モードによる支払いには適用

されません。

加えて通達は、特定の者がS.269SUを順守しない場合、1日あたり5,000インドルピーの罰金が適用されることを明確にしてい

ます。ただし、所定の電子モードを介して支払いを受け入れるためのファシリティを設置して運用するのに十分な時間を与える

ために、特定の者が2020年1月31日までにファシリティを設置および運用する場合、ペナルティは課されません。しかしながら

特定の者がそうしなかった場合には、2020年2月1日から1日あたり5,000インドルピーの罰金を支払う義務があります。

アラートの全文（英語）はこちらをご覧ください。

政府は、大規模ビジネスを行う者が支払いを受け取るための必須の電子モードを規定

31 December 2019

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_in/alerts_pdf/2019/12/government-prescribes-mandatory-electronic-modes-of-receiving-payments-for-large-businesses.pdf?download


2020年1月3日、MCA（The Ministry of Corporate Affairs）は、通達により管理職（Managerial Personnel）に関する会社

法規則を改正しました（the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Amendment
Rules, 2020）。

改正の要旨は以下です。

今回の改正は2020年4月1日から開始する会計年度より適用となります。

改正の全文はこちらをご参照ください。

常勤秘書役と秘書監査に関する会社法規則改正

3 January

規則条文番号 旧規定 新規定（改正後） EYコメント

常勤秘書役の選任

Rule 8A of the 
Companies 
(Appointment and 
Remuneration of 
Managerial 
Personnel)
Rules, 2014

規則第8条の会社（払込資本金

Rs 10 crore以上の上場会社及

び公営会社）以外で、払込資本

金額が Rs 5 crore 以上の会社

は、常勤の秘書役を選任しなけ

ればならない。

払込資本金額が Rs 10 crore
以上のすべての民間会社は、

常勤の秘書役を選任しなけれ

ばならない。

秘書役の人材不足の状

況に鑑み、小規模会社

については基準が Rs. 5
crores以上からRs. 10
crores以上へ緩和され

ました。

秘書監査（Secretarial 
Audit）の対象

Rule 9 of Companies 
(Appointment and 
Remuneration of 
Managerial 
Personnel)
Rules, 2014

第204条第(1)項（大会社に対す

る秘書監査）の対象となるその

他の会社は以下：

(a) 払込資本金額がRs. 50
crore以上のすべての公営会社

(b) 総売上がRs. 250 crore以
上のすべての公営会社

第204条第(1)項（大会社に対

する秘書監査）の対象となるそ

の他の会社は以下：

(a) 払込資本金額がRs. 50
crore以上のすべての公営会

社

(b) 総売上がRs. 250 crore以
上のすべての公営会社

(c) 銀行もしくは公的機関から

Rs. 100 crore以上の未払い

の借入を有するすべての会社

秘書監査（Secretarial
Audit）とは、社外の独立

した秘書役が対象会社

の会社法やその他関係

法遵守の状況をチェック

する監査業務です。ス

テークホルダーに対して

対象会社のコンプライア

ンス状況を保証する目的

で行われるところ、この

度MCAは一定額以上の

借入金を有する会社に

までその対象範囲を拡

張させました。

http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/AmdtRules_06012020.pdf
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EYについて

EYは、アシュアランス、税務、トランザクションおよびアドバイザリーなどの

分野における世界的なリーダーです。私たちの深い洞察と高品質なサービ
スは、世界中の資本市場や経済活動に信頼をもたらします。私たちはさま
ざまなステークホルダーの期待に応えるチームを率いるリーダーを生み出
していきます。そうすることで、構成員、クライアント、そして地域社会のた
めに、より良い社会の構築に貢献します。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバル

ネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メン
バーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グ
ローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは
提供していません。EYによる個人情報の取得・利用の方法や、データ保護

に関する法令により個人情報の主体が有する権利については、
ey.com/privacyをご確認ください。EYについて詳しくは、ey.comをご覧く
ださい。

EY新日本有限責任監査法人について

EY新日本有限責任監査法人は、EYの日本におけるメンバーファームであ

り、監査および保証業務を中心に、アドバイザリーサービスなどを提供して
います。詳しくは、www.shinnihon.or.jp をご覧ください。
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